
八尾市政策企画部デジタル戦略課



は、これまでの取組

計画の策定

自治体情報システム２０業務の標

準化や窓口フロントヤード改革な

どの国の動向を見据え、新たな

計画の策定に向けた検討を行い

ます（１１ページ）。

今後の方向性について

計画期間の取組を総括すること

で、これまでの八尾市の取組を

「見える化」し、今後に向けた課

題と方向性を整理します。

令和７年（２０２５年）４月以降令和７年（２０２５年）３月令和２年（２０２０年）３月

本報告書の範囲
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① 「行政改革課 情報システム室（課内室）」を設置
② 推進体制として「IT推進本部」及び「IT推進委員会」

を設置
③ 八尾市情報セキュリティポリシーによる適切なセキュリ

ティを確保
④ CIO体制の下、ＩＴ関連施策を推進
⑤ 情報システム管理主任を配置
⑥ 外部人材として、大阪府よりIT推進アドバイザーを

登用
⑦ eラーニング等による庁内のIT人材を育成
⑧ IT統制部会において庁内の適正なシステムの導入の
審査などを実施

① 「デジタル戦略課」として体制強化
② 「デジタル戦略推進本部」及び「デジタル戦略推進委員会」に

名称変更
③ 令和6年（２０２４年）3月に八尾市情報セキュリティポリシーを

改定し、新たに「CISO」を設置してセキュリティ対策を強化
④ CIO及びCISO体制の下、デジタル関連施策と情報セキュリ
ティ対策を総合的に実施

⑤ 情報システム管理主任に加え、「ICT推進サポーター制度」を
創設(令和５年度)

⑥ DX推進分野としての「八尾市専門委員」を設置(令和６年度)
⑦ 八尾市人材育成基本方針の改訂に併せ、「DX人材の育成」と
「DX推進リーダーの育成」を開始(令和6年度)

⑧ ICT統制部会において、LGWAN-ASPやISMAP、国や府が
構築したシステムの導入に係る取り扱いの見直し
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状況を「見える化」しました。

八尾市官民データ活用推進計画の５つの「基本方針」について

(１) 手続きにおける情報通信の技術の利用等に係る取組

(2) 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進）

(3) 個人番号カード（マイナンバーカード）の普及及び活用に係る取組

(4) 利用の機会等の格差（デジタルデバイド）の是正に係る取組

(5) 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保並びに

新たな技術の活用等に係る取組

【自治体】ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは・・・

行政手続のデジタル化や行政内部のデータ連連係などを通じて、

住民の利便性向上と業務効率化を図るものです。（総務省ＨＰより）

♪

庁内業務のＤＸ

行政サービスのＤＸ

住民の
不便を

より便利に
快適に変える

ただただ忙しい
だけの現状を

より住民に向き合え、
効率的に仕事ができる
ように変える

って？
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ＩＣＴやデータ 等の推進に係る個別取組について

取組の内容 現在（令和６年度）までの取組状況 今後に向けた課題と方向性について

１

基本方針
（２）関係

本市が保有する公開可
能なデータ（オープン
データ）から公開を進め
る

・「八尾市オープンデータ」を公開した。(令和2年

3月)

・市民向けサービスとして地図情報サービス
「やおデジマップ」を開始した。(令和6年3月)

・大阪府が構築を進める大阪広域データ連携
基盤 (ORDEN）に関する情報収集を行った。

・引き続き、大阪広域データ連携基盤
（ORDEN）等に関する情報の収集を進め
ます。
・オープンデータの利活用ができる広域のポー
タルサイトとの連携に向けた取組を進めていく
必要があります。

マイナンバーカードの
一層の普及促進に努め
る

・マイナンバーカードの普及促進のため、出張
申請や写真撮影サービスを実施した。
マイナンバーカード申請件数累計231,464件

（令和6年12月末時点）

・マイナ保険証や運転免許証との一体化など、
国のマイナンバーカードの利活用施策が展開
される中で、国の動向を注視しつつマイナン
バーカードの取得を促進する必要があります。

基本方針
（１）（３）
関係

マイナポータル上での
電子申請・届出サービス
を拡充する

・「火災予防」、「引っ越しワンストップサービス」、
「介護保険」の開始(令和4年度)、

「妊娠届」の開始(令和5年度)

以上により、国が推奨する全26手続をマイナ
ポータルぴったりサービスから行えることとした。

・令和7年度以降の国のマイナポータル「ぴっ
たりサービス」や電子申請に係る次期サービス
への見直しなど、国の動きを注視しつつ、「行
かない窓口」の実現に向け、さらなる電子申
請の活用を行う必要があります。

基本方針
（１）（３）
関係
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ＩＣＴやデータ 等の推進に係る個別取組について

取組の内容 現在（令和６年度）までの取組状況 今後に向けた課題と方向性について

２

基本方針
（1）（3）
関係

マイナポイントを付与し
たマイナンバーカードの
取組を進める

・国のマイナポイント事業（第2弾）により、マ
イナンバーカードの大幅な普及及び公金受取
口座の登録につながった。(令和5年9月)

・一部の臨時給付金事業において公金受取
口座を活用した迅速な給付を行った。
公金受取口座登録件数累計 126,558人

（令和6年12月時点）

・国策事業としての「マイナポイント」は終了し
たため、今後はマイナンバーカードの普及促進
を図るとともに、カードの利活用における国の
方向性や事業の実施計画等を注視していく
必要があります。

汎用電子申請システム
（八尾市電子申請システ
ム）の導入検討を進める

・電子申請システムを開始した。(令和3年10月)

・「情報通信技術を活用した行政の推進に関
する条例」を制定し、電子申請環境を整備し
た。(令和4年3月)

令和6年の電子申請件数累計 43,280件

・オンライン申請の対象拡大を積極的に進め、
「行かない窓口」の実現に向けた取組を進め
る必要があります。

基本方針
（1）関係

各課職員へ研修等を行
いホームページのアクセ
シビリティを確保する

・職員向けのウェブアクセシビリティ研修を実施
し、高齢者、障がい者などへの配慮に努めた。
・新たなCMS（ホームページ作成システム）の
導入に向けた操作研修を行った。(令和6年度)

・新たなCMSの導入によりホームページのリ
ニューアルを行いますが、すべての世代・対象
に対して見やすく・分かりやすいホームページづ
くりを行う必要があります。

基本方針
（4）関係
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ＩＣＴやデータ 等の推進に係る個別取組について

取組の内容 現在（令和６年度）までの取組状況 今後に向けた課題と方向性について

３

基本方針
（5）関係

ＲＰＡの導入業務を拡大
し、本格導入を進める

・RPAを本格的に導入し、6所属において業務
への活用を行った。(令和４年度)

業務効率化時間：914時間超

・引き続き、RPA適用の対象事務の拡大等
について研究を進めていきます。特に自治体
住民情報系20システムの標準化を見据えた
RPAの活用方法について、安定的効率的な
業務運用のため検討を進める必要があります。

ＡＩ技術を用いたシステ
ム等を積極的に活用する

・AI会議録システム及びAI-OCRを導入し、
会議録作成や紙文書の電子化等に活用した。
(令和2年度)

業務効率化時間：4,917時間超
・「生成AIの利用に関する実証実験」を行った。
(令和5年度)

・生成AIの利用を開始した。(令和6年度)

・引き続き、会議録の作成や紙データの電子
化にシステムやOCRなどのAI技術を活用し、
業務の効率化を図る必要があります。
・生成AI利用のリスクについても配慮しつつ、
庶務業務や時間を要する業務（コア業務な
ど）への生成AIの活用を本格化させ、更なる
AIの利活用を進めていきます。

基本方針
（5）関係

窓口事務でのキャッシュ
レス決済の導入に向けた
検討を行う

・電子申請システムの証明書交付へのキャッ
シュレス決済を開始した。(令和5年9月)

・市民の利用が多い証明書等の発行業務に
QRコードなどによるキャッシュレス決済を導入し
た。(令和5年10月)

令和5年度キャッシュレス利用件数 1,487件

・引き続き、各種手数料や使用料などへの支
払方法にキャッシュレス決済を導入検討して
いくとともに、オンライン決済においてもキャッ
シュレス決済の普及を進めていきます。

基本方針
（5）関係
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ＩＣＴやデータ 等の推進に係る個別取組について

取組の内容 現在（令和６年度）までの取組状況 今後に向けた課題と方向性について

４

基本方針
（5）関係

業務のデジタル化・ペー
パーレス化をより一層推
進する

・コロナ禍を踏まえ、WEB会議システムの導入
に取り組んだ。(令和2年度) 

・行政手続きの簡略化やデジタル化、ペーパー
レス化を図るため、庁内的な押印見直しに係
る指針を発出した。(令和3年2月)

・引き続き、WEB会議の実施環境についての
運用を行い、会議資料等のペーパーレス化な
どを進めていきます。
・庶務業務等へのノーコードツールの活用など
を検討し、さらなるデジタル化やペーパーレス
化の促進を行う必要があります。

クラウドサービスの利用
拡大を推進する

・自治体住民情報系20システムの標準化に
おいてガバメントクラウドへの移行に取り組んだ。
・各種AIシステムの導入について、SaaS（クラ
ウド上のサービス利用）を積極的に活用した。

・確実な標準準拠へのシステム移行に向けて
全庁的な体制のもと進めるとともに、引き続き
国が推進するガバメントクラウドへの移行を進
めていきます。

基本方針
（5）関係

テレワークのリモートア
クセス環境の整備の検討
を行う

・「市長部局等における在宅勤務制度試行実
施要領」を策定し、テレワークの促進に努めた。
(令和2年10月)

・テレワーク端末として令和3年3月に20ユーザ
分、令和5年度には60ユーザ分を導入した。

・引き続き、クラウドストレージサービスやビジネ
スチャットツールの導入拡大、zoomの有償ア
カウントの運用などを進め、テレワークを利用し
やすい環境づくりを進めるとともに、テレワーク
の利用状況の拡大などを行う必要があります。

基本方針
（5）関係
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ＩＣＴやデータ 等の推進に係る個別取組について

取組の内容 現在（令和６年度）までの取組状況 今後に向けた課題と方向性について

５

基本方針
（１）（5）
関係

その他
①ICT推進体制の整備

・新たな体制として、八尾市ICT推進本部から
「八尾市デジタル戦略推進本部」へと名称を
改め、デジタル化に向けた体制を新たに構築し
た。（令和5年8月）

・情報システム部門経験職員による「ICT推進
サポーター制度」を創設し、ICTの推進に係る
橋渡し役としての活動を開始した。（令和5年

度）

・「八尾市情報セキュリティポリシー」を改正し、
新たに「CISO」を設置した。（令和6年3月）

・「DX推進分野」の専門委員を設置し、庁内
向けのDX研修を行った。（令和6年度）

・「DX推進リーダー制度」を創設し、全庁的な
DX人材の育成を本格的に開始した。（令和6

年度）

・令和7年度以降も引き続き、DX推進リー
ダーの育成や庁内のDXに係る研修の実施な
どを実施するとともに、新たなデジタル技術を
積極的に取り入れることで、市民サービスの
向上とDXの実現による職員のワークライフバ
ランスの実現や、コア業務へマンパワーをシフト
させていく必要があります。
・その他、国における「自治体フロントヤード改
革モデルプロジェクト」など、自治体サービスに
直接関わるDXの動向を注視する必要があり
ます。

【「DX推進リーダー」って？】

本市においては、DX推進リーダーとは、自治体のDXを推進するための中核的人材として位置付けら
れ、デジタルの専門的スキルを必ずしも必要とするのではなく、デジタル技術を活用し組織改革を進めて
いく「DXをけん引する役割」としています。
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取組の内容 現在（令和６年度）までの取組状況 今後に向けた課題と方向性について

その他
②ＳＮＳツールやアプリ
の活用など

・X（旧Twitter）やFacebookに加え、新た
に「やおっぷ」アプリによる情報発信を開始した。
（平成31年2月）

・「LINE」アプリの八尾市公式アカウントを開設
し、様々な媒体を利用した市政情報を発信し
た。（令和3年6月）

・市内のコミュニティセンターなどでシニアや、町
会向けなどのスマートフォン教室を開催した。
・地域のデジタルサポーター養成講座を開始し、
地域のデジタル化に向けた促進を行った。
（令和3年度）

デジタルサポーター累計人数 92人
（令和6年12月時点）

・引き続き、アプリ・SNS等様々な手法を活
用した積極的な市政情報の発信を行うととも
に、デジタルサポーターの養成や市内コミュニ
ティセンターなどでスマートフォン教室を開催し、
ICT弱者へのデジタルツールの普及促進する
ことで、継続した「デジタルデバイド対策」を
行っていく必要があります。

【「デジタルデバイド」って？】

デジタルデバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間
に生じる格差のことを言います。このデジタルデバイドは、教育や就業機会の格差、情報セキュリティリスクの増
大、社会的な孤立など多岐にわたり影響を及ぼすとされているため、その是正が重要となっています。
そのため、社会全体でデジタル格差を解消し、「誰一人取り残さない」デジタル社会を実現するための取組が
求められています。

６

基本方針
（4）関係

ＩＣＴやデータ 等の推進に係る個別取組について
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https://www.city.yao.osaka.jp/shisei/seisaku_keikaku_zaisei/1009738/1009743/1009571.html

（八尾市ホームページ）

【デジタルに係る主な取組の事業について（抜粋）】
（令和２年度）
・行政情報システム基盤整備事業（WEB会議等リモート環境整備事業）
：WEBによる会議を行う環境整備として、無線LAN環境の整備
及びセキュリティ対策等一元管理を行うソフトウェア等の整備を行った。

・庁内電子決裁システム導入整備事業
：令和４年度から電子決裁・文書管理システムの本格導入に向け、
システム構築作業及び体制整備を行った。

（令和３年度）
・行政手続き等オンライン化推進事業
：令和３年10月より電子申請サービスを導入した。

（令和４年度）
・庁内ICT化推進事業
：庁内業務におけるオンライン化を進めるため、テレワーク用端末の
さらなる整備などを実施した。
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【八尾市における他の取組】

本市においては、新型コロナウィルス感染症対策としての取組事業以外にも、八尾市官民データ活用推進計画の個別取組と
合わせて、さまざまな取組を進めています。
（取組の一例） 電子契約システムの導入、学校教育の推進（GIGAスクール）、住民情報系20システム標準化対応



総務省が策定した「自治体ＤＸ推進計画」（2020年12月策定）は、令和７年度末までを対象期間としており、

自治体フロントヤード改革の推進、自治体情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及や利活用の

促進、ＡＩ・ＲＰＡの利用などの取組を行うことととしています。

対して、本市においては「八尾市官民データ活用推進計画」の計画期間が令和６年度までとなっていますが、取

組内容の多くが国の自治体ＤＸ推進計画と一致していることから、令和７年度は国の計画に沿う方向でＤＸを進

めることとします。併せて、日々変化しているＤＸを取り巻く技術や環境、国などの動向を見極めたうえで、住民

情報系２０システムの標準化の目途が立つ令和8年度以降のＤＸの進め方や、フロントヤード改革の実現に向け

た具体的な取組方針等（八尾市ＤＸ推進プラン（仮称））の検討を行います。
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本市におけるDX推進については、市民サービスの向上と行政の効率化を主な目的としていますが、超高齢

社会の到来による生産年齢人口の減少や住民ニーズの多様化に応えるためにも、新たな時代に向けた業務

改革を進めるなど更なるDXの推進が不可欠です。

一方、デジタル人材の不足や予算上の制約、既存システムの老朽化やシステム間連携の不充分さなどDXを

進めるうえで多くの課題があります。こうした課題を克服するためにも、進化するデジタルツールの積極的な

導入やそれらを活用できる人材の育成及び確保を進めていくことが重要であると考えています。

令和５年度八尾市民意識調査報告書の「自由記述（意見)」より、「行政運営に関する意見」を抜粋
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https://www.city.yao.osaka.jp/
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